
早
稲
田
大
学
附
属
早
稲
田
専
門
学
校
法
律
科
学
科
配
当

　
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
九
月
一
日
の
関
東
大
震
災
に
よ
り
首
都
東

京
は
甚
大
な
災
害
を
被
っ
た
。
早
稲
田
大
学
も
大
講
堂
の
倒
壊
、
応
用
化

学
実
験
室
の
焼
失
な
ど
相
当
の
被
害
が
あ
っ
た
が
、
他
学
と
く
に
神
田
あ

た
り
に
キ
ャ
ン
パ
ス
を
持
っ
て
い
た
他
私
大
に
比
較
す
れ
ぽ
、
校
舎
も
残

っ
て
い
た
し
、
損
害
は
軽
微
と
言
っ
て
も
よ
か
っ
た
。
こ
こ
に
、
震
災
後

の
勤
労
学
生
を
収
容
す
る
た
め
夜
間
授
業
の
「
早
稲
田
専
門
学
校
」
が
創

　
　
大
正
＝
二
年

設
さ
れ
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
四
月
十
九
日
開
校
式
が
行
わ
れ
、
政

治
経
済
科
、
法
律
科
、
商
科
の
授
業
が
開
始
さ
れ
た
。
こ
の
早
稲
田
専
門

学
校
は
大
正
十
四
年
八
月
に
は
「
大
正
七
年
文
部
省
令
第
三
号
第
二
条
四

号
」
に
も
と
づ
く
指
定
を
う
け
昼
間
の
専
門
部
や
高
等
学
院
と
同
等
以
上

の
資
格
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
た
。

　
以
下
大
正
十
三
年
開
校
よ
り
の
学
科
配
当
を
示
し
て
お
く
。

第

一

學
　
　
年

科

目

刑商民民憲

法法法法

総総債総

論則権論法
時
敷22422
教
　
　
員

岡寺嘉遊中

田尾山佐野

朝元幹慶登
太　　　美
郎彦一夫雄

第
　
　
二
　
　
學
　
　
年

科

目

経
濟
學
原
理

文
　
學
　
概
　
論

論
　
　
理
　
　
學

西
洋
史
（
古
代
）

時
数2222
致
　
　
員

定中本三

金桐間木

右太久保
源

二郎雄幾

第
　
　
三
　
　
學
　
　
年

科

目

ツエヒノレリ英
シレスス1
ユメト・デ
ロンリアン
1ツ1ウグ
　　　トス
　オ　 ラ・

　ヴ　イフ
　　　ンロ
　イ　・1彗五
　ン　オムロロ
　グ　ヴウ
　リ　　。エ

川

邊

高
　
井
　
忠
　
夫

　
こ
の
大
正
十
三
年
の
学
科
配
当
表
を
み
る
と
、
法
律
科
で
あ
り
な
が
ら

第
二
学
年
に
は
法
律
科
目
は
無
く
、
法
律
科
目
は
第
一
学
年
に
集
中
し
て

　
　
　
　
早
稲
田
大
学
附
属
早
稲
田
専
門
学
校
法
律
科
学
科
配
当

お
り
、
第
三
学
年
に
高
井
忠
夫
助
教
授
に
よ
る
英
法
の
原
書
が
み
ら
れ
る

に
す
ぎ
な
い
。
大
正
十
三
年
に
は
学
生
と
し
て
は
一
年
生
の
み
で
二
・
三

二
〇
三



早
法
六
一
巻
一
号
（
一
九
八
五
）

年
は
存
在
し
て
い
な
い
。
震
災
後
半
年
た
つ
か
た
た
な
い
内
の
開
校
で
あ

り
、
そ
の
準
備
も
異
常
な
短
期
問
で
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
学
科

　
　
　
　
　
　
大
正
一
四
年

二
〇
四

配
当
表
は
、
対
文
部
省
関
係
な
ど
一
応
型
を
と
と
の
え
る
こ
と
に
よ
り
応

急
措
置
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第

一

學
　
　
年

科

目

英西論文経刑商民民憲

　濟
學　法法法法

洋

　
総

　
債

　
総

　
総

學
　
原

　
概

理
史
（
古

語岱學論理論論椹論法

（
腸
影
霧
）

（
咳
郵
葬
5

時
数22222242222

教
　
　
員

中
野
登
美
雄

遊
佐
　
慶
夫

嘉
山
　
幹
一

寺
尾
　
元
彦

岡
田
朝
太
郎

二
木
　
保
幾

本
間
　
久
雄

中
桐
確
太
郎

定
金
右
源
二

西
宮
　
藤
朝

高
井
　
忠
夫

第
　
　
二
　
　
學
　
　
年

科

目

時
敷

英西心民國刑商商民民行

　洋事　柴　　　　際法　法法法
　史理訴　　商　　 政
　（　　　　行
近訟公各爲會親物

　代　　　　保
語）學法法論険杜族椹法

（
彰
錯
業
頬
グ
リ
ッ
）

（
晦
払
鋳
ン
3

222222212322

教
　
　
員

島
村
他
三
郎

遊
佐
　
慶
夫

外
岡
茂
十
郎

關
　
　
正
雄

柳
川
　
勝
二

岡
田
朝
太
郎

中
村
　
進
午

中
村
　
宗
雄

赤
松
保
羅

煙
山
專
太
郎

勝
俣
鐙
吉
郎

高
井
　
忠
夫

本
年
度
の
学
科
配
当
表
は
、
前
年
度
に
入
学
し
た
者
が
二
学
年
に
な
る

の
で
、
二
年
度
ま
で
の
学
科
配
当
表
が
法
律
科
の
そ
れ
ら
し
い
も
の
と
し

て
つ
く
ら
れ
て
い
る
。



大
正
十
三
年
入
学
の
学
生
た
ち
も
三
年
生
と
な
り
学
科
配
当
も
全
学
年

の
も
の
が
つ
く
ら
れ
、
よ
う
や
く
専
門
学
校
法
律
科
と
し
て
整
っ
て
来
て

い
る
。

　
〔
担
当
者
の
変
更
な
ど
〕

　
　
　
　
早
稲
田
大
学
附
属
早
稲
田
専
門
学
校
法
律
科
学
科
配
当

〇
五

憲
法
　
中
野
登
美
雄
か
ら
副
島
義
一

経
済
学
原
理
　
二
木
保
幾
か
ら
塩
沢
昌
貞

英
語
　
西
村
藤
朝
か
ら
竹
村
沖

　
　
　
勝
俣
鐙
吉
郎
か
ら
竹
村
沖

英
　
　
　
語

（
忽
猪
ト
セ
ろ
オ
ブ
．
モ
ダ
）

（
窃
尽
努
訴
㌧
リ
ン
シ
）

西論文経刑商民民憲

洋　學濟法法法法

　理　學
史
（
古
代

総債総緒
原

論

）學概理論論権論法

2　2 222222422
高竹

井村

定中本盤岡寺嘉遊副

金桐間澤田尾山佐島

（一英西心民國刑商商民民行
ブゲジユ
しル　ヨテ

ψ得洋事際法法法法法
グトスタ

輩＝夢理訴商政シレアニ語史
ユメiズ　　　　公各　會親物
・ソトム　（　訟　　行1ツ．、　近

　移　代、すし　 ）學法法論爲肚族権法

22　2222222123
竹高

井村

煙赤細中岡柳關外遊島
　　　奨
山松野導田川　岡佐村

（＿英倫國刑民破刑民商商民同ンテ
　シリ

1
、
ザ

ブ
ル
ス

）ブァ…i五
　　口口　・ス
　ロト
　1・　フ。
　リ
レ

　オフ

　　　　　　　　　法理　事事　事事
　際　　　　　法法　　　　　　　　　親
及　訴訴産法法
　　　　　　　　　族　私　　　　　海手・
哲　訟訟　實實　　相

學法法法法習習商形績

22　3222222122
大大

石石

西高板中前今長柳寺外
　　　奨興
宮井倉審喜村島川尾岡

科

目

時
敷
一
激

員

科

目

時
敷
教

員

科

目

時
数

教

口
貝

第

學

年

第

學

年

第

學

年

大
正
閣
五
年



　
第
一
学
年
に
「
法
学
通
論
」
（
一
時
間
）
が
新
設
さ
れ
た
、
本
年
度
の
　
　
第
二
学
年

担
任
教
員
は
坂
本
三
郎
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
心
理
学
　
赤
松
保
羅
か
ら
稲
毛
金
七

　
〔
担
任
者
の
変
更
な
ど
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
学
年
第
三
学
年

o＿英西論文経刑商民民法憲ブアング
ルリ　・リ

穿昇；洋學濟法法法法學
ブア　セ
．スス　　理　學
・ト　・語史
1・　オ　　　概　総総債総通
ずで苦　原
ンモ　代

、3」　 ）學論理論論椹論論法

22　2222224212
高竹　定中本盤岡寺嘉遊坂副

井村　金桐間澤田尾山佐本島

＿＿英西心民國刑商商民民行ブテジユ
ルリ　ヨテ

霧1洋事際法法法法法
ブアテリ
．スユァ　　理訴　　商　　　政
・トアニ語史
i・iズ　　　　公各　會親物
プトム　（　訟　　行リ．、　近
ソミ？　代

↓し　 ）學法法論爲杜族権法

2 2　 2222222123
高竹　煙稻中中岡柳關外遊島
　　　　　奨奨
井村　山毛奉導田川　岡佐村

（（英倫國刑民破刑民商商民
同朔

払理事事事事　法　ダ　 際　　　法法親
　オフ　及　訴訴産法法
　ブア語　　　　　　　　　族　・ス　　私　　　　　海手・
　賢　 哲　訟訟　實實　　相
　プ
）」　 學法法法法習習商形績

22　3222222122
大大　西高板細前今長柳寺外
　　　　　　　興
石石　宮井倉野喜村島川尾岡

科

第
　
一
　
學

年

　
　
目
一
時
数
教
員

科

第
　
二
　
學
　
年

　
　
目
蒔
数
証
員

科

目

時
敷

教
員

第
三
學
年

　
　
　
早
法
六
一
巻
一
号
（
一
九
八
五
）

民
訴
　
中
村
宗
雄
か
ら
細
野
長
良

　
昭
和
二
年

○
山
ハ



早
稲
田
大
学
附
属
早
稲
田
専
門
学
校
法
律
科
学
科
配
当

〇
七

文第〔
学一担
概学任
論年者
　　の
本
間
久
雄
か
ら
西
宮
藤
朝

変
更
な
ど
〕

第
二
学
年

商
法
会
社
　
関
正
雄
か
ら
大
浜
信
泉

第
三
学
年

＿＿英西論文経刑商民民法憲ノレリ　ング

ス1　・り

朔萎洋學濟法法法法學
　　セしス

。ト　ス　　理　學
1・　・語史
プオ　　　概　総総債総通
多で晋　原
シ　モ　代

、∫」“　）學論理論論権論論法

22　2222224212
高竹　定中西盤岡寺霜遊坂副

井村　金桐宮澤田尾山佐本島

一一英西心民國刑商商民民行ブテピテ
ルリアイ

スi、ル　　　事　　法牙．ざ洋　際法法法法
咳ζ　理訴　 商　　政
・ト　ム語史
レ　　　　　　公各　會親物プ」　（　訟　　行
リ　ェ　近
ソ　ク　代

、3、う　）學法法論爲杜族権法

22　2222222123
高竹　煙稻細中岡柳大外遊島
　　　　　　奨
井村　山毛野導田川濱岡佐村

（一英倫國刑民破刑民商商民
　ブカ

同記　　　　　　　　 法
　タ　理　事事　事事
罫　際　　　法法親

　多工及訴訴産法法
　トレ語　　　　　　　　　族
　メ　　私　　　　　海手・
　ぢ　哲　訟訟　實實　　相

）己　 學法法法法習習商形績

22　3222222122
大大　西高板中前草長柳大外
　　　　　　奨更
石石　宮井倉審喜野島川濱岡

科

目
　
　
蒔
敷

教
員

科

第
一
學
年

第
二
學
年

　
目
時
数
証
員
科

目

時
敷

教
員

第
三
學
年

民
事
訴
訟
法
は
、
担
任
者
が
そ
れ
ぞ
れ
持
上
り
授
業
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
以
下
特
記
し
な
い
。

　
昭
和
三
年



（ぐ、英西論文経法刑商民民民憲アン！ギトヘ
イ・、ト　・ル

ツ亨曇鋤洋學濟學離法法法
ユテソソ・　　　　　　　債債
ナイド　1　　理　學
ごチ・マ語史　　　　　　権権ア
ユ ウ　ン　　　概　通総総　　縄
鞄夢ろ　害　　原　　　各総
・シスア　代

ど」　 ）學論理論論論論論論法

2　2　 22221222222
竹
村

高
井

定中本盤坂岡寺中霜遊副
　　　　　　　奨
金桐間澤本田尾芭山佐島

　　　英西心民國刑商商民民行
一　一ルォロサンマ

粥鐙洋事際法法法法法
ンススブバ

タ’・1理訴商政諾醤語史　公各會親物
シフ　シ●　（　訟　　行　ツアエ　近
鞍　ルレ　代

、乙ン、二，づ　）學法法論爲祉族権法

222222222123
同
井

竹　煙稻中中岡大大外遊島
　　　　村村田
　　　　　　　村山毛審導謬濱濱岡佐村

　　　　英倫國刑民破刑民商商民
（　一　ストブスウ
同　1。イ　　　　　　　　　　法　牙ッ三オ，レ　理　事事　事事
でヲ糟　際　　　法法親

　スォラザ1　及　訴訴産法法
　テアク・’語　　　　　　　　　族
　ユ・ツ。ア私　 海手・
　手ざ三1亨　哲　訟訟　實箕　　相
　　ン　ンユ　’イ
　　ド
）膨　 學法法法法習習商形績

2 2　 3222222122
大
石

大　西高板細前草霜大大外
　　　　　　興
石　宮井倉野喜野山濱濱岡

科

第

學
年

目
蒔
数
敏
員

科

目

第

學
　
年

　
蒔
数
教
員

科

目

時
敷

教
員

第

學
年

　
　
　
早
法
六
一
巻
一
号
（
一
九
八
五
）

商
法
手
形
寺
尾
元
彦
か
ら
大
浜
信
泉

　
昭
和
四
年

刑
事
法
実
習
　
今
村
恭
太
郎
か
ら
草
野
豹
一
郎

○
八



早
稲
田
大
学
附
属
早
稲
田
専
門
学
校
法
律
科
学
科
配
当

西論文経法刑商民民民憲

法
総

法
債
権
総

法
債
権
各

法
総

法
総

學
通

濟
學
原

學
概

　
理

洋
史
（
古
代
）學論理論論論論論論法

22221222222
定中本盤坂岡寺中霜遊副
　　　　　田　村
　　　　　　　　　　金桐間澤本謬尾馨山佐島

西心民國刑商商民民行

　　事　　法洋　　際法　法法法

　理訴　　商　　　政
史
　　　公各　會親物
（　訟　　行近
代

）學法法論爲杜族権法

22222222123
煙稻細中岡大大外遊島
　　　賛興
山毛野導謬濱濱岡佐村

倫國刑民破刑民商商民

　　　　　　　　法理　事事　事事
　際　　　　　法法
　　　　　　　　親
及　訴訴産法法
　　　　　　　　族　私　　　　　海手・
哲　訟訟　實實　　相

學法法法法習習商形績

〇
九 3222222122

西高板中前草霜大大外
　　　漿興
宮井倉窓喜野山濱濱岡

科

目

時
数

教

員

科

目

時
敷
蜜

員

科

目

時
敷
一
教

員

第

學

年

第

學

年

第

學

年

昭
和
五
年

第
一
学
年
配
当
の
「
民
法
債
権
」
が
本
年
度
よ
り
「
民
法
債
権
総
論
」

「
民
法
債
権
各
論
」
と
な
り
前
者
を
霜
山
精
一
、
後
者
を
中
村
万
吉
が
そ

れ
ぞ
れ
担
任
し
た
。

　
〔
担
任
者
の
変
更
な
ど
〕

第
一
学
年

文
学
概
論
　
西
宮
藤
朝
よ
り
本
間
久
雄

第
二
学
年

商
法
商
行
為
　
柳
川
勝
二
よ
り
大
浜
信
泉

第
三
学
年

商
法
海
商
　
柳
川
勝
二
よ
り
大
浜
信
泉

民
事
法
実
習
　
長
島
毅
よ
り
霜
山
精
一



論文経法刑商民民民憲

　　濟　　　法法
　學　　學法法　　法
　　　　　　債債
理　 學

　　　　　　椹権　概　　通総縄　　総
　　原　　　　　　各総
學論理論論論論論論法

22　2　1222222
　　へ中本李盤中岡寺中霜遊金
　　　村田　村
　　　　　　　　　
桐間沼澤導毯尾芭山佐森

西心民國刑商商民民行

洋事際法法法法法

　理訴　　商　　　政
史
　　　公各　會親物
（　訟　　行近
代

）學法法論爲肚族権法

2222222123
煙稻井中岡大寺外遊島
　　　奨貝
山毛野導翻濱尾岡佐村

倫國刑民破刑民商商民

理　事事　事事　　法
　際　　　　　法法　　　　　　　　親
及　訴訴産法法
　　　　　　　　族　私　　　　　海手・
哲　訟訟　實實　 相

學法法法法習習商形績

3222222122
西高板中前草霜大大外
　　　奨興
宮井倉審喜野山濱濱岡

科

目

時
敷

教
員

科

目

時
数

教
員

科

目

時
数

教
員

第

學
年

第

學
年

第

學
年

〔
担
任
者
の
変
更
な
ど
〕

民
事
訴
訟
法
の
ほ
か
と
く
に
な
し

　
昭
和
六
年

　
　
早
法
六
一
巻
一
号
（
一
九
八
五
）

英
　
　
　
語

　
（
“
卯
卿
ド
知
判
マ
ン
ス
．
ア
ン
）
2
竹
村

（
購
嬢
霧
）
2
高
井
　　　英
一　（ノレオロサンマ
・ブ1イツツ
ロ・レエ・キ
1インンオ1
ンススブバ
タ、　◎I
lザソユ語
ナヲ鍔
シツ　アエ
ヨク　ノレレ
ナ・　　・メ

）　一
2　　2

高　竹

井　村

英
　
　
　
語

（
心
｛
難
翻
籍
）

4　　　一
　　〇
大

石



西
　
　
洋
　
　
史
（
古
代
）

英
　
　
　
　
　
語

（
㌦
暮
智
マ
ン
ス
．
ア
ン
）

（
罪
艇
卿
謁
）

222

高竹　定

井村　金
　　　　　　英

一　一ノレォロサンマ
・ブ1イツツ
ロ・レエ・キ
1インンオ1
　ンススブバ
　タ、　・l
　Iザソ’語
　ナ。　1ジ
　　ブ　シ・
　シツ　アエ
　望ク　 ルレ
　ナ・　　・メ

ー　一
22

竹
　
　
村

高
　
　
井

英
　
　
　
　
語

（
“

　
舞
鷺
）

4

井
　
　
上

〔
担
任
者
の
変
更
な
ど
〕

第
一
学
年

憲
法
　
副
島
義
一
よ
り
金
森
徳
次
郎

法
学
通
論
坂
本
三
郎
よ
り
中
村
進
午

経
済
学
原
理
　
塩
沢
昌
貞
が
、
塩
沢
昌
貞
と
平
沼
淑
郎

第
三
学
年

英
語
　
大
石
徳
太
郎
よ
り
井
上
周
三

な
お
民
事
訴
訟
法
は
従
来
担
任
者
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
細
野
長
良
が
井

野
英
一
に
変
わ
っ
た
。

昭
和
七
年

必
修

科
目

第

一

學
　
　
年

科

目
　
時
敷

法刑民民民憲
　　法法
學法債債法

　　権権
通総　　縄
　　各総

論論論論論法

222222
教
　
　
員

金
　
　
森

井
上
（
登
）

中
村
（
萬
）

中
村
（
萬
）

岡
田
（
朝
）

中
村
（
進
）

第
　
　
二
　
　
學
　
　
年

科

目
　
時
歎
教
　
　
員

刑商商民民行

　法
法　法法法
　商　　　政
各　會親物
　行

論爲杜族権法

222212

第
　
　
三
　
　
學
　
　
年

科

目

凹濱尾岡田村

破刑民商商民
　　　　　法　事事
　　　法法親

族
、
相

　
手

　
海

法
　
實

法
　
實

産

法習習商形績
時
数222122
教
　
　
員

今霜大大外

村山濱濱岡

前
田
（
直
）

早
稲
田
大
学
附
属
早
稲
田
専
門
学
校
法
律
科
学
科
配
当

二
一



早
法
六
一
巻
一
号
（
一
九
八
五
）

＿＿英論倫心経
iチスギソヘ

宕磐膨　　　濟
テシ、・　リ、

繧す碧語理理理學

蕪塚　原
響¢　學學學理

212222
中西稻李大竹

　　　濱村　桐宮毛沼

＿＿英西心民國ユザンオイウルメマ

ま÷1菊韓洋事際
ツ巽藁遡語史理訴
ブフク．アソジ（公
・オト・ウ1・近訟
スア●挫シエ代
＜ψ3　）學法法

222222

中
村
（
進
）

中
村
（
宗
）

稻
　

毛

煙
　
山

竹
　
村

高
　

井

＿英倫國刑民ユザソオイウ

昇じで鷺理事事
ソ1トコオシ　　際
ツそ鐘でア甑及　訴訴

オ。ラゼ、ロロ
ブフク．ア　　私
。オト。ウ　哲　訟訟
スアしこト

ψ　學法法法
二
一
二32224

井　西高秋井

上　宮井山野

本
年
度
の
学
科
配
当
に
は
従
来
の
も
の
に
く
ら
べ
若
干
の
変
更
が
み
ら

れ
る
。第

一
学
年

従
来
第
一
学
年
に
配
当
さ
れ
て
い
た
「
商
法
総
論
」
（
二
時
間
）
「
文
学

概
論
」
（
二
時
間
）
「
西
洋
史
（
古
代
）
」
（
二
時
間
）
が
姿
を
消
し
、
新
ら

た
に
「
倫
理
学
」
（
一
時
間
）
担
任
者
西
宮
が
も
う
け
ら
れ
て
い
る
。

　
〔
担
任
者
の
変
更
な
ど
〕

民
法
総
論
　
遊
佐
慶
夫
か
ら
井
上
登

民
法
債
権
総
論
　
霜
山
精
一
か
ら
中
村
万
吉

経
済
学
原
理
　
塩
沢
平
沼
か
ら
平
沼
淑
郎

第
二
学
年

民
法
物
権
　
遊
佐
慶
夫
か
ら
横
田
正
俊

第
三
学
年

刑
事
法
実
習
　
草
野
豹
一
郎
か
ら
今
村
恭
太
郎

刑
事
訴
訟
法
　
板
倉
松
太
郎
か
ら
秋
山
雅
之
助



早
稲
田
大
学
附
属
早
稲
田
専
門
学
校
法
律
科
学
科
配
当

科
目

選
澤

必
修

科
目

　　　英論倫心経法刑民民民憲
　　　アイパンヘ
メチ1．ノレ　　　　　　　法法リユカフン　　　　濟
力IIイ・　　　　　學法債債法
シ’ロヴ　理理理學
プソイ　　　　　権権
牙鎌　　原通総各総総

ブス　　リ

、二∫じ語學學學理論論論論論法

22　2122122222
竹
　
　
村

中
村
（
彌
）

中西稻李中岡中中井金
　　　　村田村村上
　　　　　　　　　桐宮毛沼巻藝芭芭套森

文
學
概
論

人
類
文
化
史

英
　
　
　
語

（
彩
寿
ソ
ポ
ラ
リ
ー
．
エ
ヅ
）

（
簿
難
）

民國刑商商民行
　　　　法
事　　法
　際法　総法
訴　　商論　政
　公各　及物
訟　　行
　　　　會
法法論爲肚擢法

2　2 2　2 2222323

科

目

時
敷
激
　
　
員

井中岡大寺中島
　奨更
野巻醒濱尾島村

科

本
間

定
金

竹
　
　
村

井
上
（
周
）

＿＿英倫國刑民破刑民商商民
ロオゲ　ユザンオイウ

囎昇ド得理事事事事　法
才1ン谷コオシ際　 法法親
裟ツ駅㌘瓠及訴訴産法法　族
じレ劣罪ヲ陥私　　 海手’
シメ　．オ柳ウ　哲　訟訟　實實　　相

　ソユ　　 スアリヨト

」・く蓼　 學法法法法習習商形績

2 23222222122
大
濱

井
上
（
周
）

西高秋中前今佐長大外
　　　漿興
宮井山審喜村藤場濱岡

第
一
學
年

第
二
學
年

　
目
蒔
敷
蚕
員
科

目

時
敷
一
教
　
員

第
三
學
年

昭
和
八
年



早
法
六
一
巻
一
号
（
一
九
八
五
）

　
本
年
度
も
前
年
に
引
続
き
若
干
学
科
配
当
表
に
変
更
が
み
ら
れ
て
い

る
、
す
な
わ
ち
従
来
第
二
学
年
に
配
当
さ
れ
て
い
た
「
心
理
学
」
「
西
洋

史
（
近
代
）
」
が
姿
を
消
し
、
第
二
学
年
に
選
択
科
目
と
し
て
次
の
二
科

目
が
お
か
れ
た
。

　
文
学
概
論
　
二
時
間
、
本
間
久
雄

　
人
類
文
化
史
　
二
時
間
、
定
金
右
源
二

　
そ
の
他
前
年
度
に
姿
を
消
し
た
「
商
法
総
論
」
は
本
学
年
で
は
第
二
学

年
に
「
商
法
総
論
及
会
社
法
」
（
三
時
間
）
担
任
者
寺
尾
元
彦
と
し
て
復

活
し
て
い
る
。

〔
担
任
者
の
変
更
な
ど
〕

第
一
学
年

英
語
　
大
浜
信
泉
よ
り
中
村
弥
三
次

第
二
学
年

民
法
物
権
　
横
田
正
俊
か
ら
中
島
毅

英
語
　
高
井
忠
夫
か
ら
井
上
周
三

第
三
学
年

商
法
海
商
法
　
大
浜
信
泉
か
ら
長
場
正
利

民
事
法
実
習
　
霜
山
精
一
か
ら
佐
藤
共
之

英
語
　
井
上
周
三
か
ら
井
上
周
三
、
大
浜
信
泉

二
一
四

昭
和
九
年

必
修

科
目

第

一

學
　
　
年

科

目

心脛法刑民民民憲
　濟　 法法
　　學法債債法
理學
　　通総権権絡
　原　　各総

學理論論論論論法
時
敷22122222
教
　
　
員

第
　
　
二
　
　
學
　
　
年

科

目

稻李中岡中中井金
　　村田村村
　　　　　　毛沼導翻菖菖上森

　民國刑商商民行
　　　　法　事　　法
　　際法　総法
　訴　　商論　政
　　公各　及物
　訟　　行
　　　　會
　法法論爲肚椹法

時
数
教
　
　
員

2222323
島
　
　
村

中
　
　
島

寺
　
　
尾

大
　
　
濱

岡
田
（
朝
）

中
村
（
進
）

中
村
（
宗
）

第
　
　
三
　
　
學
　
　
年

科

目

時
敷
教
　
　
員

民
法
親
族
、
相
　
績

商
法
手
形
及
小
切
手
法

國刑民刑民商

　事事事事
際　　　　法
　訴訴法法
私　　　　海　訟訟實實

法法法習習商

22222123
高吉中今佐長大外
　　村
　　㊤
井弘φ村藤場濱岡



科選
目揮

　　　　　　英論倫
　　（（　　イザチスギンヘ
　　ッ・ユタト　。ノレ

　　手lklγ
　　禦勾享語理理
　　　ツンコド　ヒ
　　　ビ牙寿κ
　　スブテエ　　リ

　　くび」　學學

2122

西
　
　
宮

中
　
　
桐

竹
　
　
村

中
村
（
彌
）

人文＿＿英　　ユザンオイウセコ

類學嬬≦姥

文鴛獄揺化暢霧謂
　　スア・1ト　ェ
史論くψ」

2222
竹
　
　
村

中
村
（
彌
）

本
　
　
間

定
　
　
金

哲
　
　
學
　
　
概
　
　
論

英

語

2

財肚破

政會産

學學法

222
西
　
　
宮

中
村
（
彌
）

野川前
　　田田　（
澤邊喜

　
本
年
度
に
お
い
て
、
い
ま
ま
で
第
三
学
年
の
必
修
科
目
あ
っ
た
「
破
産

法
」
（
二
時
間
）
が
選
択
科
目
と
な
り
、
ま
た
こ
の
学
年
に
選
択
科
目
と

し
て
「
社
会
学
」
（
二
時
間
）
「
財
政
学
」
（
二
時
間
）
が
新
設
さ
れ
前
者

で
は
川
辺
喜
三
郎
、
後
者
は
野
田
沢
軍
治
が
担
任
し
た
。
選
択
科
目
は

二
・
三
年
各
一
科
目
選
択
と
な
っ
て
い
る
。

　
第
三
学
年
で
は
、
い
ま
ま
で
の
「
商
法
手
形
「
（
二
時
間
）
が
「
商
法

手
形
及
小
切
手
法
」
（
二
時
間
）
担
任
者
大
浜
信
泉
と
な
り
、
ま
た
「
倫

理
及
哲
学
」
（
三
時
問
）
が
「
哲
学
概
論
」
（
二
時
間
）
担
任
者
西
宮
藤
朝

と
な
っ
て
い
る
。
井
上
周
三
教
授
の
死
亡
（
昭
九
・
五
・
二
二
）

本
年
の
学
科
配
当
表
よ
り
同
教
授
の
名
前
が
消
え
て
い
る
。

　
〔
担
任
者
の
変
更
な
ど
〕

　
第
二
学
年

　
英
語
　
井
上
周
三
か
ら
中
村
弥
三
次

　
第
三
学
年

　
刑
事
訴
訟
法
　
今
村
恭
太
郎
か
ら
吉
弘
基
彦

　
英
語
　
井
上
周
三
、
大
浜
信
泉
か
ら
中
村
弥
三
次

に
よ
り

早
稲
田
大
学
附
属
早
稲
田
専
門
学
校
法
律
科
学
科
配
当

二
一
五



選
澤

科
目

必
修

科
目

　　　英論倫心経法刑民民民憲
　　イザィモンヘ
ツ。チン．ル　　　　　　　法法ユ即フソ　　　　濟
ナIIイ・　　　　　學法債債法

擦語理理理簾通総欝
スブス　 リ

、こニニ」　 學學學理論論論論論法

22　2122122222
竹
　
　
村

中
村
（
彌
）

科

目
　
一
時
敷

教
　
　
員

中
村
（
彌
）

井
上
（
登
）

中
村
（
萬
）

中
村
（
萬
）

岡
田
（
朝
）

中
村
（
萬
）

盤
　
澤

稻
　
　
毛

西
　
　
宮

中
　
　
桐

人文＿　 英
　　ユザンオイウ倉
類シrでソイイソ
　學罫ト．鎧鷺

文鴛欝痛化概弩言讃
　　スア。1ト　ェ
史論＜ψ」：

民國刑商商民行
　　　　法
事　　法
　際法　総法
訴　　商論　政
　公各　及物
訟　　行
　　　　會
法法論爲肚権法

22 2　2 2222323
本
間

定
金

金竹

澤村

島
　
　
村

中
　
　
島

寺
　
　
尾

大
　
　
濱

岡
田
（
朝
）

中
村
（
進
）

中
村
（
宗
）

財肚破＿＿英　　　アセ　ユザソオイウ
　　　ク1　1・ドブソイ
　　　・ゾ君三捗
政會産峯ツそ↓ζでア証
　　　　オ・ラザ、口ロ
　　　シブフク・ア
　　　1　・オツロウ
　　　ヅ　スア・iト
學學法、二く婁

哲國刑民刑民商商民
　　　　　　　法　　事事事事　手法
學際　　　 法形親
　　　　　　　及　　訴訴法法　　　　　　小竣
概私訟訟實實海切相
　　　　　　　手
論法法法習習商法績

222 　2 222222123
野川前
　　田田　（
澤邊喜

江
家

西高秋中神佐長大外
　　　村
　　　㊤
宮井山σ垣藤場濱岡

科

第
一
學
年

第
　
二
　
學
　
年

　
　
目
　
時
敷
教
　
員

科

第
　

三
　
學
　
年

　
　
　
目
　
時
激
教
　
員

　
　
早
法
六
一
巻
一
号
（
一
九
八
五
）

昭
和
一
〇
年

／、



〔
担
任
者
の
変
更
な
ど
〕

第
一
学
年

法
学
通
論
　
中
村
進
午
か
ら
中
村
万
吉

経
済
学
原
理
　
平
沼
験
一
郎
か
ら
塩
沢
昌
貞

第
二
学
年

英
語
中
村
弥
三
次
か
ら
金
沢
理
康

第
三
学
年

刑
事
法
実
習
　
吉
弘
基
彦
か
ら
神
垣
秀
六

刑
事
訴
訟
法
　
吉
弘
基
彦
か
ら
秋
山
要

英
語
　
中
村
弥
三
次
か
ら
江
家
義
男

昭
和
疇
一
年

必
修

科
目

第

一

學
　
　
年

科

目
　
時
敷
教
　
　
員

論倫心経法刑民民民憲
　　　濟　 法法
　　　　學法債債法
理理理學
　　　　　権権　　　　通総　　総
　　　原　　各総

學學學理論論論論論法

2122122222

第
　
　
二
　
　
學
　
　
年

科

目

中西稻盤中岡中中井中
　　　　村田村村　村
　　　　　　　　　　　　　　　　
桐宮毛澤芭暫芭芭上馨

　　　民國刑商商民行
　　　　　　　法
　　　事際法法総法
　　　　　　　論
　　　訴　　商及　政
　　　訟公各行會物
　　　　　　　肚
　　　法法論爲法権法

時
敷2222323
教
　
　
員

第
　
　
三
　
　
學
　
　
年

科

目

　　中松岡大寺中島
　　村　田　　島
　　　　　　 　　　　　　 　
　　容原翻濱尾套村

哲國刑民刑民商商民民
法
親
族
、
相
績

商
法
手
形
及
小
切
手
法

　　事事事事
學際　　　　法
　　訴訴法法
概私　　　　海
　　訟訟實實

論法法法習習商
時
数222222123
教
　
　
員

早
稲
田
大
学
附
属
早
稲
田
専
門
学
校
法
律
科
学
科
配
当

一
二
七

西高秋中神佐長大外
　　　村
　　　㊤
宮井山δ垣藤場濱岡



必
修

科
目

法刑民民民憲
　　法法
學法債債法

　　権権
通総　　総
　　各総

論論論論論法

122222

科

目

時
数

教
　
　
員

中
村
（
彌
）

井
　
　
上

中
村
（
萬
）

中
村
（
萬
）

江
　
　
家

中
村
（
萬
）

國刑商商民行
　　　法
際法法総法

　　商論　政
　　　及
公各行會物

　　　杜
法論爲法権法

222323
松江大寺中島
　　　　最
原家濱尾套村

民刑民商商民
　　　　法
事事事手法
　　　法形親
　　　　及訴法法小晦
訟實實海切相
　　　　手
法習習商法績

222123
中神佐長大外
村
㊤

ミ5垣藤場濱岡

科

目

時
敷

教

員

科

目

蜜
教

口
貝

第

學

年

第

學

年

第

學

年

〔
担
任
者
の
変
更
な
ど
〕

第
二
学
年

国
際
公
法
　
中
村
進
午
か
ら
松
原
一
雄

　
昭
和
ロ
ニ
年

第
三
学
年

破
産
法
　
前
田
真
之
助
か
ら
中
村
宗
雄

選
澤

科
目

早
法
一
六
巻
一
号
（
一
九
八
五
）

英
　
　
　
語

（
㍑
γ
胃
㍗
骨
リ
ァ
）
2

（
御
鷺
糞
）
2

中竹
奨
毬村

人文　　　 英

　　　　　　　パ　　クユマセコ
類學ト1葺弩

文　ギ春証　　　　フロロ　概訪1化　　ソリ
　　　トツ　ニ．

史論3」
22　　2　2

定本　金竹

金間　 澤村

財肚破

政會産

學學法

＿英
ユ鷹

▽野

。ト

イ・…五

　口ロンェ
グ

　レリ
ツメ

シソ

ー
222 2

中
村
（
宗
）

川
　
邊

野
田
澤

江

家

八



早
稲
田
大
学
附
属
早
稲
田
専
門
学
校
法
律
科
学
科
配
当

九

〔
担
任
者
の
変
更
な
ど
〕

第
一
学
年

刑
法
総
論
　
岡
田
朝
太
郎
か
ら
江
家
義
男

第
二
学
年

刑
法
各
論
　
岡
田
朝
太
郎
か
ら
江
家
義
男

第
三
学
年

刑
事
訴
訟
法
　
秋
山
要
か
ら
岡
五
朗

英
語
　
江
家
義
男
か
ら
野
村
平
爾

一
、
選
揮
科
目
敷
ハ
各
學
年
一
科
目
ト
ス

科選
目澤

　　　英論倫心脛
（（イザイモソヘ

ツ’チン●ル　　　　濟
ユユロフソ
ナ11　イ、

郷胃語理理理學
ヅン。フ

f競κ　　原
スブス　リ

じ」　學學學理

2　2　　2122
中竹　中西稻盤
焚

琿村桐宮毛澤

人文　　　英
　　（（　　ユツゲセコ
類　。談窮
　學げ1ン
文　 款ざ証
　　　　フロロ　概チエ1化　　リレ．
　　　ヅメ　ェ
　　シソ史論一」

民

事

訴

訟

法

22　　2　2 2

定本　金竹

金間　澤村

中
村
（
宗
）

財肚破

政會産

學學法

英
　
　
　
語

（
狩
腔
オ
ブ
．
ず
ヅ
．
）

哲國刑

　　事
學際

　　訴
概私
　　訟

論法法

222 2 222
野川中
　　村田　（
　　め澤邊σ

野　　西高岡

村　　宮井



一
、
選
揮
科
目
敷
ハ
各
學
年
一
科
目
ト
ス

科選
目揮

必
修

科
目

＿＿英論倫國経法刑民民民憲
イザイモ　iヤポ
ツ・チソノ円ス　　　　　　　法法ユユ。ドズト　　　　濟
糞搬理理際學學法債債法
ツン．　ア・・　　　　　椹椹
ド．コ疾．　公通総　総
．オソ・ア　原各絡スブス　　ウフ

、じど　　學學法理論論論諦論法

2　 2　 2122122222
中
村
（
彌
）

竹　中西松堅中江中中井中
　　　　　　村　村村　村
　　　　　　　　　　　　　　　　
村　桐宮原澤芭家芭芭上琿

財人文

　類
　　學
政文

　　概
　化

學史論

英
　
　
　
語

（
撚
H
弩
那
憂
）

（
瑳
憐
参
影
）

受心民刑商商民親
　　　　　法
験事法法総譜
　理訴　商論　相
　　　　　及
指訟各行會物績
　　　　　肚
導學法論爲法椹法

222　　　2　　2 22222323
野定本
田

澤金間
金
澤

竹
村

稻中草大寺中外
　村　　　島
　　　　　　　　　　 ノヘ

毛審野濱尾套岡

破
産
法

肚
會
學

　英受哲國刑民刑民商商行
食　　　　　　　　　　法
鴛騨際事事事事蔀
矯　訴訴法法采政
ぞ指灘訟訟館海切
ヅ　　　　　　　　　　手

じ　 導論法法法習習商法法

22 22222222123
中
村
（
宗
）

川
　
　
邊

野
村

西高岡中神佐長大島
　　　村　藤
　　　　　　　　
宮井　審垣き場濱村

科

目

時
敷

教
員
科

第
一
學
年

第
　
二
　
學
年

　
　
目
蒔
数
激
員
科

目

時
敷
教
　
　
員

第
三
學
年

　
　
早
法
六
一
巻
一
号
（
一
九
八
五
）

昭
和
口
三
年

○



　
本
年
度
の
学
科
配
当
に
つ
い
て
は
前
年
度
と
く
ら
べ
相
当
の
変
化
が
み

ら
れ
て
い
る
。
即
ち
前
年
度
第
二
学
年
に
配
当
さ
れ
て
い
た
「
国
際
公

法
」
（
松
原
）
が
第
一
学
年
に
、
第
一
学
年
の
「
心
理
学
」
（
稲
毛
）
が
第

二
年
度
に
、
ま
た
第
二
学
年
の
「
親
族
、
相
続
法
」
（
外
岡
）
が
第
三
学

年
に
、
第
三
学
年
の
「
行
政
法
」
（
島
村
）
「
財
政
学
」
（
野
田
沢
）
が
そ

れ
ぞ
れ
第
二
学
年
へ
と
配
当
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
二

に
「
受
験
指
導
」
〔
二
時
間
〕
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

　
〔
担
任
者
の
変
更
な
ど
〕

　
第
二
学
年

　
刑
法
各
論
　
江
家
義
男
か
ら
草
野
豹
一
郎

・
三
学
年
に
新
ら
た

昭
和
嗣
四
年

必
修

科
目

第

一

學
　
　
年

科

目
　
時
敷
教
　
　
員

法論倫國経法刑民民民憲
　　　　濟　 法法
學　 際　學法債債法
　理理　學
　　　　　　　権権
實　　公　通縄　　総　　　　原　　各総

習學學法理論論論論論法

22122122222

第
　
　
二
　
　
學
　
　
年

科

目

時
敷

藤桐宮原澤井浦　村井謬

　　受心民刑商商商民民
　　　　　　　　　法　　　　事　法
　　験　　法　法法親法
　　　理訴　商　　族
　　指　　各　會縄’物
　　　　訟　行　　相

　　導學法論爲肚論績権

　　222222132
教
　
　
員

中
村
（
宗
）

稻
　
　
毛

第
　
　
三
　
　
學
　
　
年

科

目

時
数

　　毛δ家場濱尾岡e

受哲國刑民刑民商商行
　　　　　　　　法
験學際事事事事法手
　　　訴訴法法　形政
　　　　　　　　及
指概私訟訟實實海小
　　　　　　　　切
導論法法法習習商手法

2222222123
教
　
　
員

西高岡中神佐長大島
　　　村　藤
　　　（　　　（　　　出　　ゴ上
宮井　δ垣○場濱村

早
稲
田
大
学
附
属
早
稲
田
専
門
学
校
法
律
科
学
科
配
当

二
二
一



早
法
六
一
巻
一
号
（
一
九
八
五
）

二
二
二

選
澤

科
目

外
　
　
　
國
　
　
　
語

（
轡
勢
蓼
ぎ

（
初
揚
禦
黒
彫
）

22

竹
　
　
村

中
村
（
彌
）

財人文　　＿外
　　　　　　　イァ1ヤポ
類學ヨ1璽

政文　釣勢國
　　概ユズ乎τ
　化　崎・ア
　　　1ブ　ウフ
學史論じこラ語

22222
竹
　
　
村

野
　
　
村

野定本
田

澤金間

外
　
　
　
國
　
　
　
語

（
講
諺
套
召
）

肚破

會産

學法

222
金
　
　
澤

中
村
（
宗
）

川
　
　
邊

一
、
選
澤
科
目
数
ハ
各
學
年
一
科
目
ト
ス

　
本
学
年
の
配
当
表
に
つ
い
て
は
、
前
年
中
村
万
吉
教
授
が
亡
な
ら
れ

（
昭
＝
〒
五
・
二
四
）
債
権
法
な
ど
に
担
任
者
の
変
更
が
み
ら
れ
、
ま

た
従
来
第
二
学
年
の
「
商
法
総
論
及
会
社
法
」
（
三
時
間
）
が
本
年
か
ら

「
商
法
総
論
」
（
一
時
間
）
と
「
商
法
会
社
」
（
二
時
問
）
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
第
一
学
年
に
「
法
学
実
習
」
（
二
時
間
）
が
新
設
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
従
来
各
学
年
に
配
当
さ
れ
て
い
た
「
英
語
」
が
「
外
国
語
」
と
表

記
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
〔
担
任
者
の
変
更
な
ど
〕

　
第
一
学
年

民
法
債
権
総
論
　
中
村
万
吉
よ
り
野
村
平
爾

民
法
債
権
各
論
　
中
村
万
吉
よ
り
沼
義
雄

刑
法
総
論
　
江
家
義
男
か
ら
杉
浦
忠
雄

法
学
通
論
　
中
村
万
吉
か
ら
高
井
忠
夫

法
学
実
習
　
斉
藤
金
作

第
二
学
年

商
法
総
論
　
寺
尾
元
彦

商
法
会
社
　
大
浜
信
泉

刑
法
各
論
　
草
野
豹
一
郎
か
ら
江
家
義
男



早
稲
田
大
学
附
属
早
稲
田
専
門
学
校
法
律
科
学
科
配
当

一
、
選
揮
科
目
敷
ハ
各
學
年
一
科
目
ト
ス

選
揮

科
目

必
修

科
目

＿＿外法論倫國経法刑民民民憲
イソリ　ルヤポ

チグ1ド1ス　　　　　　　　法法ユリデ　ズト　　　　　濟
1ツン　 學　際學法債債法
照勇國理理學
聾奨；演公原通総馨慧総
ロス　　　ワフ

ミ』多、⊥ラ語習學學法理論論論論論法

2　2　 22122122222
中竹B名A齊中西松盤高吉沼野井中
村　　　　　　　　　　田　　　村
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

琿村取藤桐宮原澤井琶　村上毬

人文財

類
　學

文　政
　概
化

史論學

　＿外金心民刑商商商民民
倉ノレヤポ　融

紐酸事法法法法嘉

言鐸國粋隷物
…ブ　ワフ　濟

じ、⊥ラ語法學法論爲肚論績椹

222 22222222132
定本野

　　田
金問澤

　　　　野竹大中稻中江長大寺外中
　　　　村　村　　　　　　島
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
村　村濱毬毛容家場濱尾岡喜

破
産
法

肚
會
學

＿外哲刑商民刑民國商商行
匝リ　　　　　　　　　法
藷學薯事事事際法手
蓼國　法法法訴訴　　形政
コズ　　　　　　　　　　及
薪概實實實訟訟私海小
ラン　　　　　　　　　　切

＼乙ン語論習習習法法法商手法

2　2 2　 2222222123
中
村
（
宗
）

川
　
　
邊

金西瀞長佐岡中高長大田
　　　　　藤　村
　　　　　　　　　　
　　　　　ム　　ぬ澤　宮垣場○　δ井場濱中

科

第
一
學
年

　
目
臨
敷
教
員
科

目
　
蒔
数

教
員

科

目

時
麩
教
　
　
員

鴬
二
學
年

第
三
學
年

昭
和
一
五
年



早
法
六
一
巻
一
号
（
一
九
八
五
）

　
本
年
度
か
ら
第
二
学
年
に
「
金
融
法
及
統
制
経
済
法
」
（
二
時
間
）
、
第

三
学
年
に
「
商
事
法
実
習
」
（
二
時
間
）
が
新
設
さ
れ
、
前
者
の
担
任
者

と
し
て
中
村
弥
三
次
、
大
浜
信
泉
、
後
者
に
長
場
正
利
が
担
任
者
と
な
っ

て
い
る
。
そ
の
反
面
二
・
三
年
に
配
当
さ
れ
て
い
た
「
受
験
指
導
」
が
本

年
度
か
ら
姿
を
消
し
て
い
る
。

　
〔
担
任
者
の
変
更
な
ど
〕

第
一
学
年

刑
法
総
論

外
国
語

第
三
学
年

行
政
法

　
杉
浦
忠
雄
か
ら
吉
田
常
次
郎

竹
村
沖
か
ら
名
取
順
一
、
竹
村
沖

島
村
他
三
郎
か
ら
田
中
二
郎

二
二
四

昭
和
ロ
六
年

第

一

學
　
　
年

科

目

　　　　　　　　科必
　　　　　　　　目修

論倫國経法刑民民民憲
　　　　　　法法　　　濟　　際　學法債債法
理理　學
　　　　　　権権
　　公　通縄　　総
　　　原　　各総

學學法理論論論論論法
時
敷2122122222
教
　
　
員

第
　
　
二
　
　
學
　
　
年

科

目

時
敷
致
　
　
員

渡西松北江吉沼野井中
　　　　　田　　　　村
　　　　　　　　　　　　　　　　
利宮原澤家琶　村上聾

　統心民刑商商商民民民
　
　
法
　
　
物
　
　
権

民
法
親
族
及
相
績

制　事　法
　　　法　法法
脛理訴　商
　　　各　會総
濟　訟　行

法學法論爲枇論

222222132

第
　
　
三
　
　
學
　
　
年

科

目

時
数

　中稻中江長大寺外中
　村　村　　　　　島
　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 ノヘ

　琿毛審家場濱尾岡喜

哲刑商民刑民國商商行
　　　　　　　　法
　事事事事事
學　　　　　際法手
　法法法訴訴　　形政
概　　　　　私海小
　實實實訟訟　　　　　　　　切
論習習習法法法商手法

2221222123
教
　
　
員

西神長佐秋中河長三中
　　　藤　村　　　　村
　　　　　　　 　　　　　　　　　 　
宮垣場き山憲邊場橋甥



選
揮

科
目

随
意

科
目

法
　
　
學
　
　
演
　
　
習

　
英
書
講
讃

英
　
　
　
　
　
　
語

特
同

別
　
　
講
　
義

　2

長C和B内A
　　更
野田琶

　　2　　　　2

一　一金C－A名C大A
　　　B　　　　B

取谷澤又

英特文法日財
英
　
書
　
講

同

　　　本
別學律
　　　法政
講概哲
　　　制

誌曼五
唄口口義論學史學

222222
竹
　
　
村

野
　
　
村

本和金野
　　　田
問田澤澤

英實
英

壷務日

講指

祉破特
　
　
別

會産

讃語導學法

講
　
義

1222
内
田
（
護
）

金
　
　
澤

中
村
（
宗
）

川
　
　
邊

一
、
選
澤
科
目
敷
ハ
各
學
年
一
科
目
ト
ス

　
本
学
年
よ
り
従
来
選
択
科
目
と
し
て
お
か
れ
て
い
た
第
二
学
年
の
「
財

政
学
」
「
文
学
概
論
」
「
人
類
文
化
史
」
（
お
の
お
の
二
時
間
）
、
第
三
学
年

の
「
破
産
法
」
「
社
会
学
」
（
お
の
お
の
二
時
間
）
が
配
当
表
よ
り
姿
を
消

し
、
選
択
科
目
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
「
外
国
語
」
と

表
記
さ
れ
て
い
た
も
の
が
「
英
語
」
と
表
記
さ
れ
、
も
と
に
も
ど
り
、
ま

た
前
年
の
「
金
融
法
及
統
制
経
済
法
」
は
「
統
制
経
済
法
」
と
な
っ
て
い

早
稲
田
大
学
附
属
早
稲
田
専
門
学
校
法
律
科
学
科
配
当

る
。
第
三
学
年
に
新
た
に
「
実
務
指
導
」
（
一
時
間
）
が
配
当
さ
れ
て
い

る
。　

〔
担
任
者
の
変
更
な
ど
〕

第
一
学
年

法
学
通
論
　
高
井
忠
夫
よ
り
江
家
義
男

経
済
学
原
理
　
塩
沢
昌
貞
か
ら
北
沢
新
次
郎

二
二
五



早
法
六
一
巻
一
号
（
一
九
八
五
）

論
理
学
　
中
桐
確
太
郎
か
ら
渡
利
弥
生

法
学
演
習
斉
藤
金
作
か
ら
A
内
田
護
文
B
和
田
小
次
郎
、
長
野
潔

英
語
　
A
名
取
順
一
B
竹
村
沖
・
中
村
弥
三
次
か
ら
A
B
大
谷
義
夫
C

　
　
　
名
取
順
一

第
二
学
年

統
制
経
済
法
　
中
村
弥
三
次

第
三
学
年

行
政
法
　
田
中
二
郎
か
ら
中
村
弥
三
次

商
法
手
形
小
切
手
大
浜
信
泉
か
ら
三
橋
久
美

国
際
私
法
　
高
井
忠
夫
か
ら
河
辺
喜
三
郎

刑
事
訴
訟
法
　
岡
五
郎
か
ら
秋
山
要

実
務
指
導
　
内
田
護
文

二
二
六

昭
和
一
七
年

科必
目修

第
　
　
一

學
　
　
年

科

目

倫
理
及
倫
理

憲民
　
　
法
　
　
縄

民
法
債
穫
襯

心論経國法刑

　　濟際學法
理理
　　原公通総

學學論法論論論論論法學
時
数2212222212
教
　
　
員

第
　
　
二
　
　
學
　
　
年

科

目

稻渡北松江吉沼林井中上
　　澤原　田　　　村
　　　ノヘ　　　　　　 　　　　　
毛利暫じ家琶　色上琿坂

哲統民刑商商商民民行
　　　　　　　法　制事　法學　　法　法法親法
　経訴　商　　族　政
概　　各　會縄及物

　濟訟　行　　　　　　　相
論法法論爲肚論績権法

時
数2122221322
教
　
　
員

第
　
　
三
　
　
學
　
　
年

科

目

家場濱尾岡野ε

　東刑民商商行
　　　　　法
　　事事
　亜　　法手
　　訴訴　形政
　法　　海小
　　訟訟
　　　　　切
　制法法商手法

中
村
（
宗
）

中
村
（
彌
）

西
　
　
宮

法
　
　
學
　
　
實
　
　
習

時
敷
教
　
　
員

1222222

有B高A佐A中秋中長長野
　B藤　村　　村　　　村
　　　　　 　　　　　　　　　　　

倉林き甥山審場場蓬



科選
目樺

随
意

科
目

英

語

英
　
書
　
講
　
讃

特
同

別
　
　
講
　
義

22

癖
取谷川田叉

法
　
　
學
　
　
實
　
　
習

英

語

英
　
書
　
講
　
讃

特
　
　
別

講
　
　
義

　2

下C和B有A

山田倉

2

｛A
B

酒
井
（
賢
）

　
大
　
　
谷

　　英
時英

事書

英講

紐二士証口口潰ロロ

特　第　第肚財日二國破法一

　　類　 類

別　本
　　際律會政法　産
講　 私哲　制
義學學史法法學

12222222
金
　
　
澤

竹
　
　
村

和
　
　
田

中
村
（
宗
）

河
邊
（
久
）

川野金
　田

邊澤澤

一
、
選
揮
科
目
ハ
第
一
類
第
二
類
中
ヨ
リ
各
一
科
目
ト
ス

　
本
年
度
に
み
ら
れ
る
大
き
な
変
化
と
し
て
は
、
第
三
学
年
に
選
択
科
目

が
復
活
し
、
選
択
科
目
と
し
て
「
法
律
哲
学
」
「
破
産
法
」
「
国
際
私
法
」

（
各
二
時
間
）
を
第
一
類
、
「
目
本
法
制
史
」
「
財
政
学
」
「
社
会
学
」
（
各

二
時
間
）
を
第
二
類
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
類
」
か
ら
各
一
科
目
を
選
択

早
稲
田
大
学
附
属
早
稲
田
専
門
学
校
法
律
科
学
科
配
当

せ
し
め
て
い
る
。

前
年
度
第
一
学
年
に
お
か
れ
て
い
た
「
法
学
演
習
」
第
三
学
年
の
「
民

事
法
実
習
」
「
商
事
法
実
習
」
「
刑
事
法
実
習
」
が
な
く
な
り
、
二
・
三
年

に
そ
れ
ぞ
れ
「
法
学
実
習
」
三
ク
ラ
ス
づ
つ
が
お
か
れ
て
い
る
。
ま
た
第

二
二
七



早
法
六
一
巻
一
号
（
一
九
八
五
）

二
学
年
の
「
心
理
学
」
（
二
時
間
）
、
第
三
学
年
の
「
国
際
私
法
」
（
二
時

間
）
「
実
務
指
導
」
（
一
時
間
）
が
本
年
度
の
学
科
配
当
表
か
ら
消
え
て
い

る
。
時
局
を
反
映
し
て
か
、
第
一
学
年
に
「
倫
理
及
倫
理
学
」
（
一
時
間
）

及
び
第
三
学
年
に
「
東
亜
法
制
」
（
一
時
間
）
が
新
設
さ
れ
、
ま
た
各
学

年
に
随
意
科
目
と
し
て
、
「
特
別
講
義
」
が
お
か
れ
た
。
さ
ら
に
、
前
年

度
ま
で
第
一
学
年
の
民
法
債
権
法
は
「
総
論
」
「
各
論
」
（
お
の
お
の
二
時

間
）
で
あ
っ
た
も
の
が
「
民
法
債
権
総
論
・
各
論
（
二
時
間
）
と
な
り
、

ま
た
第
二
学
年
に
「
行
政
法
」
（
二
時
間
）
が
新
設
さ
れ
、
二
年
度
と
三

年
度
で
「
行
政
法
」
の
総
論
各
論
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
英
語
に
つ
い
て
は
、
第
一
学
年
の
「
英
書
講
読
」
の
時
間
が
従
来

二
時
間
で
あ
っ
た
も
の
が
四
時
問
と
増
え
、
第
三
学
年
に
新
た
に
「
時
事

英
語
」
（
一
時
間
）
が
増
え
て
い
る
。
戦
時
下
各
学
校
の
英
語
の
授
業
が

減
じ
て
い
る
の
に
、
こ
こ
で
は
一
般
と
は
逆
に
英
語
の
時
間
を
ふ
や
し
て

い
る
。
ま
た
第
三
学
年
に
お
か
れ
て
「
哲
学
概
論
」
が
二
年
生
科
目
と
な

っ
て
い
る
。

　
〔
担
任
者
変
更
な
ど
〕

　
第
一
学
年

　
倫
理
及
倫
理
学
　
　
（
一
時
間
）
　
上
坂
酉
三

民
法
債
権
（
蒔
間
）
総
論
森
信
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
各
論
　
沼
義
雄

　
英
語

二
二
八

英
書
講
読
　
一
又
正
雄
、
水
田
義
男
、
星
川
長
七

第
二
学
年

行
政
法
　
野
村
淳
二

民
法
物
権
中
島
（
登
）
か
ら
長
野
潔

法
学
実
習
　
有
倉
遼
吉
、
和
田
小
次
郎
、
下
山
四
郎

英
語
　
竹
村
沖
、
野
村
平
爾
か
ら
酒
井
賢
治
、
大
谷
義
夫

哲
学
概
論
　
西
村
藤
朝

第
三
学
年

行
政
法
　
中
村
弥
三
次
か
ら
野
村
淳
二

商
法
手
形
小
切
手
　
三
橋
久
美
か
ら
長
場
正
利

東
亜
法
制
中
村
弥
三
次

法
学
実
習
　
佐
藤
共
之
、
高
林
茂
男
、
有
倉
遼
吉

時
事
英
語
　
竹
村
沖

（
選
択
科
目
）

第
一
類

法
律
哲
学
　
和
田
小
次
郎

破
産
法
　
中
村
宗
雄

国
際
私
法
　
河
辺
久
雄

第
二
類

日
本
法
制
史
金
沢
理
康

財
政
学
野
田
沢



科必
目修

早
稲
田
大
学
附
属
早
稲
田
専
門
学
校
法
律
科
学
科
配
当

英
書
講
讃

同
英心論経國法刑民民憲國倫
　　　　　　　法　　　　理
　　　濟際學法債法　　及
　理理
　　　　　　　権　　　 倫

　　　原公通総　縄
　　　　　　　総　　　　理

語學學論法論論論論法史學

2 2 2222122221　1
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
酒C大A名C吉B西A稻渡北一江齊野井中鈴安土
DB唄野　　翼　　質鮫
井谷取厘入　毛利琶又家藤ε上馨菖部坂

英
書
講
讃

法
學
實
習

英
　
　
語

哲統民刑商商民民民行
　　　　　　　法　制事　　　　　　政學　　法法法法債法
　経訴　　　　　　法
　　　　　　　権概　　各會絡親　物
　濟訟　　　　各　総

論法法論杜論族論権論

2　　2 2 2222213222
大C星B酒A林D吉C和B下A安中中江大星外沼中野
D　井　　田　　　　村村　　　　　島村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷川竃㊨嘗田山部琿竃家濱川岡　登蓬

時
事
英
語

　　講

　　　諸唄

英　法

　　學

　　實

語　習

東刑民商商商民行
　　　　　法
　事事　法　　政
亜　　法　手法
　訴訴　商形　法
法　　海　小相
　訟訟　行　　各
　　　　　切
制法法商爲手績論

九
1　　2 4　22212212
　河林c金A

邊　　B
　　 　
芭信澤

　佐c高A中野中長長長外野
藤B村村村　　村　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　
き林霧色容場場場岡蓬

科

目
　
蒔
激

致
員
科

目

時
激

徴
員
科

第
一
學
年

第
二
學
年

第
三
學
年

　
　
目
時
敷
薪
員

昭
和
隔
八
年



早
法
六
一
巻
一
号
（
一
九
八
五
）

二
三
〇

科選
目揮

随
意

科
目

特

別
　
　
講
　
　
義

特
　
　
別

講
　
　
義

特　　　第　　　第
　杜財目二國破法一
　　　　類　　　類
別　　本　　　　　際　律
　會政法　　産
講　　　 私　哲
　　　制

義學學史　法法學

222222
和
　
　
田

中
村
（
宗
）

河
邊
（
久
）

川野金
　田

邊澤澤

一
、
選
揮
科
目
ハ
第
一
類
第
二
類
中
ヨ
リ
各
一
科
目
ト
ス

　
本
年
度
の
学
科
配
当
で
は
時
局
を
反
映
し
て
第
一
学
年
に
必
修
科
目
と

し
て
「
国
史
」
（
一
時
間
）
が
新
設
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
、
昨
年
度

民
法
債
権
法
が
野
村
教
授
の
応
召
に
よ
り
「
総
論
」
「
各
論
」
が
合
併
さ

れ
て
い
た
が
、
野
村
教
授
の
召
集
解
除
に
よ
り
、
一
年
度
に
「
債
権
総

論
」
（
二
時
間
）
、
二
年
度
に
「
債
権
各
論
」
（
二
時
間
）
と
、
も
と
に
復

し
て
い
る
。
ま
た
、
従
来
二
年
度
科
目
で
あ
っ
た
「
民
法
親
族
相
続
」

（
二
時
間
）
が
分
離
さ
れ
、
二
年
に
「
民
法
親
族
」
（
三
時
間
）
、
三
年
に

「
民
法
相
続
」
（
一
時
間
）
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
前
年
寺
尾
元
彦
教
授

が
亡
な
ら
れ
（
一
七
・
六
・
二
八
）
す
で
に
今
年
度
の
学
科
配
当
表
に
は

そ
の
名
は
な
い
。

　
〔
担
当
者
変
更
な
ど
〕

第
一
学
年

国
史
鈴
木
貫
孝

民
法
債
権
総
論
野
村
平
爾

刑
法
総
論
　
吉
田
常
次
郎
よ
り
斉
藤
金
作

国
際
公
法
　
松
原
一
雄
よ
り
一
叉
正
雄

英
語
A
B
大
谷
義
夫
、
　
C
D
名
取
順
一
か
ら
A
西
野
入
徳
B
吉
田
周
平

　
　
c
D
名
取
順
一

同
　
A
一
又
正
雄
、
B
水
田
義
雄
、
C
星
川
長
七
か
ら
A
B
大
谷
義
夫

　
　
c
D
酒
井
賢
治

第
二
学
年

「
行
政
法
総
論
」
　
野
村
淳
治



民
法
物
権

民
法
親
族

商
法
総
論

哲
学
概
論

法
学
実
習

長
野
潔
か
ら
中
島
登
喜
治

外
岡
茂
十
郎

寺
尾
之
彦
か
ら
星
川
長
七

西
宮
藤
朝
か
ら
安
部
民
雄

A
有
倉
遼
吉
B
和
田
小
次
郎
C
下
山
四
郎
か
ら
A
下
山
四

郎
B
和
田
小
次
郎
℃
吉
田
周
平
D
林
信
雄

英
語
A
B
酒
井
C
大
谷
よ
り
A
酒
井
B
星
川

　
昭
和
魍
九
年

專
門
學
校

法
　
律
　
科

c
D
大
谷
義
夫

第
三
学
年

行
政
法
各
論
　
野
村
淳
二

民
法
相
続
外
岡
茂
十
郎

商
法
商
行
為
法
　
長
場
正
利

刑
事
訴
訟
法
　
秋
山
要
か
ら
野
村
佐
太
夫

英
語
　
金
沢
理
康
、
竹
村
沖
か
ら
、
金
沢
理
康
、

時
事
英
語
　
竹
村
沖
か
ら
河
辺
（
音
）

林
信
雄

第

一

學
　
　
年

必
　
修
　
科

目

経國法刑債民憲倫

理
及
倫
理

濟際學法　法
　　　　権
原公通総　総

論法論論法　貝晒　法　　學

時
敷12212222
教
　
　
員

北一江江野野中安上
　　　　村村村
　　　　　　　澤叉家家琶琶毬部坂

第
　
　
二
　
　
學
　
　
年

必
　
修
　
科
　
目

時
敷
藪
　
　
員

統民刑會商親物行國

制事　　　　　政
　　法　法
経訴　祉　族権法
　　各　総
濟訟　　　　　総

法法論法則法法論史

222212221
中中齊大星外野野定
村村　　　　村村
　　　　　　　　　　　 　　琿審藤濱川岡e癌金

第
　
　
三
　
　
學
　
　
年

必
　
修
　
科

目

時
敷
教
　
　
員

早
稲
田
大
学
附
属
早
稲
田
専
門
学
校
法
律
科
学
科
配
当

法厚東刑民商手相行

　　　事事行　 政
律　亜　 爲形

哲生法訴訴凝績法

　　　訟訟商切　各

學法制法法法手法論

222223212
二
一
一
二

有
　
　
倉

外
　
　
岡

大
　
　
濱

星
　
　
川

中
村
（
宗
）

齊
　
　
藤

中
村
（
彌
）

有
　
　
倉

中
村
（
彌
）

和
　
　
田



教工　 （外心論
　　工堕
場　揖國　早

　　業）　　　法　　　　紐理理　心　　　　ロロ　　　　　
メヤ

　實　常　（　　一
　　　　英　　 巻

　　　　　　　　　　 　　　　　ロロ練習　識　）學學　号
（
一
九
八
五
）

411222
渡
　
　
利

稻
　
　
毛

教工＿（外哲　マ華随
　　音場。料國學
　フ　 ）

　　　語實イ　（概
　　　英　『　　　…瓶　　　ロ　コ練習語語）論

22222

安
　
　
部

外
國
語
（
英
語
）

（
随
意
科
）

羅
ラ
イ

工
　
　
場
　
　
實

教

語語習練

二
三
二

2222

　
太
平
洋
戦
争
の
戦
局
の
厳
し
さ
、
ま
た
長
場
正
利
教
授
の
病
気
死
亡
に

よ
り
本
年
度
学
科
配
当
は
従
来
の
そ
れ
に
く
ら
べ
大
き
く
変
化
し
て
い

る
。　

従
来
一
年
生
科
目
で
あ
っ
た
「
国
史
」
が
二
年
科
目
と
な
り
、
「
民
法

債
権
総
論
」
（
一
年
）
「
民
法
債
権
各
論
」
（
二
年
）
が
一
年
の
「
債
権
法
」
、

三
年
の
「
商
法
商
行
為
」
「
商
法
海
商
」
が
「
商
行
為
・
海
商
」
と
一
つ

の
科
目
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
第
二
学
年
・
第
三
学
年
に
あ
っ
た
「
法
学

実
習
」
が
な
く
な
り
、
第
三
学
年
に
「
厚
生
法
」
及
び
「
法
律
哲
学
」
が

新
設
さ
れ
て
い
る
。

　
新
設
科
目
と
し
て
は
、
随
意
科
目
と
し
て
一
年
に
「
工
業
常
識
」
（
二

時
間
）
、
二
・
三
年
に
そ
れ
ぞ
れ
「
華
語
」
（
二
時
問
）
マ
ラ
イ
語
（
二
時

間
）
が
お
か
れ
、
ま
た
各
学
年
に
「
工
場
実
習
」
が
、
そ
し
て
つ
い
に
夜

間
授
業
の
専
門
学
校
法
律
科
に
も
「
教
練
」
（
二
時
間
）
が
お
か
れ
る
に

至
っ
た
。

　
〔
担
任
者
の
変
更
な
ど
〕

第
一
学
年

　
民
法
総
論
　
井
上
登
か
ら
野
村
平
爾

　
刑
法
総
論
　
斉
藤
金
作
か
ら
江
家
義
男

第
二
学
年

　
物
権
法
　
中
島
登
か
ら
野
村
平
爾

　
刑
法
各
論
　
江
家
義
男
か
ら
斉
藤
金
作

第
三
学
年

　
行
政
法
各
論
　
野
村
淳
二
か
ら
有
倉
遼
吉

　
手
形
小
切
手
法
　
長
場
正
利
か
ら
大
浜
信
泉

　
刑
事
訴
訟
法
　
野
村
佐
太
夫
か
ら
斉
藤
金
作



早
稲
田
大
学
附
属
早
稲
田
専
門
学
校
法
律
科
学
科
配
当

心論倫選

　　　揮

理理理科

　　　具
　　　選二
學學學選蟹

　　英親刑債民憲法
時基

　　　　法罐法　學文礎
　　　族
研英　　纏各総　通

究語語法論論則法論

2　2　2 22　 222222
稻樫安

毛山部

外江野外中和
　　村　村
　　　　　　　　
岡家ε岡甥田

商米選　　　 英

　　　　時英行　　澤

爲法科　文書

海

　概旦碍講商
　　選一
法論型究讃語

指
導
演
習

刑會商債物行哲

　　　　　政
法　法穫
　杜　　　灌法

各　総総
　　　　　総

論法則論法論學

2　2 2　2 22212221
水
田

星
川

　齊和中中江大星外中野和
　ネ寸木寸　　　　　　　　　　　ホ寸　ホ寸

　　　　　　　　　　　　　　　　藤田毬奉家濱川岡容蓬田

國螢行選　　　英
　　　　　名英
　　政澤
際
　働法科　著書

私　　 目　研講
　　各露
法法論轡究讃語

指
導
演
習

國民刑手相法
　　　形
　事事
際　　法　律
　訴訴小績
公訟訟切　哲
　　　手
法法法法法學

2　2　2 2　2 2　　2　2　2　2　1　1

水野有

田村倉
　星有野江一中齊大外和
　　　　村
　　　　愈
川倉村家又σ藤濱岡田

必
修
科
目

時
敷
澹
　
　
任

必
修
科
目

時
数
澹
任

必
修
科
目
蒔
敷

澹
任

第
一
學
年

第
二
學
年

第
三
學
年

　
昭
和
二
〇
年

法
律
科

早
稻
田
專
門
學
校



早
法
六
一
巻
一
号
（
一
九
八
五
）

二
三
四

　随経
科意
　科
　目
學
　　濟

學

縄
　
　
論

22

北
　
　
澤

高
　
　
木

杜随経
　音
　料
會目

　　濟
問

法題

22

中
村
（
彌
）

北
　
　
澤

國随民
　音
　科事
際目

　　訴
事
　　訟

法情

22

中
村
（
宗
）

　
昭
和
一
八
年
一
〇
月
の
「
学
徒
出
陣
」
翌
一
九
年
八
月
の
「
学
徒
勤
労

令
」
に
よ
り
学
生
は
戦
場
に
、
そ
し
て
工
場
な
ど
に
狩
り
出
さ
れ
、
学
園

の
な
か
か
ら
学
生
の
姿
が
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
来
て
い
る
。
ま
た
昭
和
一

九
年
か
ら
二
〇
年
に
か
け
て
の
空
襲
も
あ
り
、
夜
間
授
業
の
専
門
学
校
で

の
授
業
は
「
学
科
配
当
表
」
が
つ
く
ら
れ
て
は
い
て
も
、
授
業
を
行
う
す

べ
も
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
配
当
表
に
よ
る
授
業
は
二
〇
年
九
月

以
降
に
行
わ
れ
て
い
た
と
思
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
教
員
不
足
に
よ
り
当

時
の
先
生
方
の
苦
心
の
あ
と
が
み
ら
れ
る
学
科
配
当
表
で
あ
る
。

昭
和
幽
＝
年

第

一

學
　
　
年

必
　
修
　
科
　
目

時
数

　　英國刑債民憲法
時基

　　　際法椹法　學文礎

研英　公総各総　通

究語語法論論則法論

22222222
澹
　
　
任

和
　
　
田

中
村
（
彌
）

外
　
　
岡

野
村
（
李
）

江
　
　
家

一
　
　
又

第
　
　
二
　
　
學
　
　
年

必
　
修
　
科
　
目

刑會商親物行哲

　　穰政法　法

肚族権法
各総　　総　総

指

論法則法法論學

導
　
　
演
　
　
習

時
数
澹
　
　
任

　22212221
　齊和中中江大星外野野和
　村村　　　　　村村
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
藤田騨審家濱川岡e蓬田

第
　
　
三
　
　
學
　
　
年

必
　
修
　
科
　
目

時
数
澹
　
　
任

國民刑手相法
　　　形
　事事
際　　法　律
　訴訴小績
公訟訟切　思
　　　手
法法法法法想

指

導
　
　
演
　
　
習

　2　　2222　1　1

　星有野江一中齊大外和
　　　　村
　　　　愈
川倉村家叉6藤濱岡田



経心論倫選

　　　　鐸

濟理理理科

　　　　具
　　　　選二
學學學學翻

随
意
科
目

　
科
　
　
學

総
　
　
論

22222

北稻樫安

澤毛山部

高
　
　
木

英　
英
　
　
書

　
時
　
　
文

選
　
澤
科

米
　
　
法

商
行
爲

経
　
　
　
濟

随
意
科
目

肚
　
　
會

　
　
　
聴

　
講
　
　
讃

　
研
　
　
究

目
（
趣

概
　
　
論

海
商
法

　
　
　
法

間
　
　
題

222222

中星水
奨
琿川田

北
　
　
澤

民國螢行随　　英
　　　　　名英
　　　　ホ事　　政恩　際
訴働法科著書

訟私各基研講
　　　　選＿
法法法論還登究讃語

随
意
科
目

國
　
　
際
　
　
事

情

2222222

中水野有
村
愈

δ田村倉

平
和
が
回
復
し
た
本
年
度
の
学
科
配
当
は
前
年
度
の
そ
れ
と
変
り
は
無

い
。
一
日
幾
回
と
な
く
く
り
返
さ
れ
た
停
電
に
よ
り
夜
間
授
業
は
占
領
軍

払
下
の
バ
ッ
テ
リ
ー
に
よ
る
教
員
の
手
も
と
の
み
を
て
ら
し
細
々
と
続
け

ら
れ
て
い
た
。
金
沢
理
康
教
授
病
気
に
よ
り
学
科
配
当
表
よ
り
、

そ
の
名
は
な
い
。

す
で
に

　
昭
和
ニ
ニ
年

本
年
度
の
「
学
科
配
当
表
」

は
現
在
ま
だ
入
手
出
来
て
い
な
い
。

早
稲
田
大
学
附
属
早
稲
田
専
門
学
校
法
律
科
学
科
配
当

二
三
五



早
法
六
一
巻
一
号
（
一
九
八
五
）

二
三
六

昭
和
二
三
年

第

一

學
　
　
年

科

目

刑民民民憲法

　　　法　學法法法
　　　

総矯通
論論法
）））論法論

時
数

教
　
　
員

和
田
小
次
郎

有
倉
　
遼
吉

中
村
　
宗
雄

外
岡
茂
十
郎

千
種
　
達
夫

齊
藤
　
金
作

第
　
　
二
　
　
學
　
　
年

科

目

行
政
法
（
総

民
　
法
（
債

　
　
　
論
）

権
総
論
）

民
法
（
物
　
権
　
法
）

商
法
（
縄
　
　
　
　
論
）

商
法
（
會
　
肚
　
法
）

商
法
（
商
行
爲
・
海
商
法
）

刑
法
（
各
　
　
　
　
論
）

民
　
事
　
訴
　
訟
　
法

法
史
學
（
米
法
概
論
）

時
数

教
　
　
員

有
倉
遼
吉

野
村
李
爾

（
糊
継
一
一
）

林
　
信
雄

星
川
長
七

大
濱
信
泉

星
川
長
七

江
家
義
男

中
村
宗
雄

水
田
義
雄

第
　
　
三
　
　
學
　
　
年

科

目

刑勢法國刑國行民商民
　　　　　　政
事　　　　法事法法
　　　際事　（　（（　　　　　　各　手身
訴働哲　　際　訴形

訟私政訟華
　　　　　　論　法法
法法學法策法）法））

演

習

時
数
致
　
　
員

外
岡
茂
十
郎

大
野
　
實
雄

河
本
喜
與
之

有
倉
　
遼
吉

一
又
　
正
雄

江
家
　
義
男

水
田
　
義
雄

和
田
小
次
郎

野
村
李
爾

齊
藤
　
金
作

有
倉
　
遼
吉

中
村
吉
三
郎

星
川
　
長
七

齊
藤
　
金
作

大
野
　
實
雄

専
門
学
校
法
律
科
の
一
・
二
・
三
年
度
を
通
じ
て
の
学
科
配
当
表
は
、

こ
の
昭
和
二
三
年
の
も
の
で
終
る
。



　
昭
和
二
四
年

奮
制
專
門
學
校
法
律
科
三
年
學
科
配
當
表

科

目

　　　　　　專　　教

螢身商法法行　歴英　　　　　　門　　養
　　　學
働分　　哲政科史　科
　　　演

法法法習學法目學語目

刑
事
訴
訟
法

導
閻

澹
任
者

二1四　　　　　　　　二　　　　　　　二　　　　　二　　　　二　　　二　二二

酒
井
賢
治
、

千
葉
恒
心

深
谷
　
　
博

有
倉
遼
吉

和
田
小
次
郎

外
岡
茂
十
郎

大
野
実
雄

外
岡
茂
十
郎

野
村
　
平
爾

齊
藤
　
金
作

備

考

新
制
一
年
と
合
併

新
制
三
年
と
合
併

新
制
三
年
と
合
併

新
制
三
年
と
合
併

新
制
三
年
と
合
併

　
昭
和
二
二
年
あ
ら
た
に
「
学
校
教
育
法
」
が
制
定
さ
れ
、
四
年
制
の
い

わ
ゆ
る
「
新
制
大
学
」
が
発
足
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
早
稲
田
大
学
は
、

夜
間
授
業
に
よ
る
第
二
法
学
部
を
昭
和
二
四
年
か
ら
開
校
し
、
こ
れ
に
よ

り
「
専
門
学
校
・
法
律
科
」
は
廃
止
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
学
科
配
当

は
、
第
二
法
学
部
へ
の
合
併
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
い
ま
、
私
共

が
み
る
こ
と
が
出
来
る
昭
和
二
四
年
の
学
科
配
当
表
は
三
年
に
つ
い
て
の

も
の
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
早
稲
田
大
学
附
属
早
稲
田
専
門
学
校
法
律
科
学
科
配
当

　
第
二
法
学
部
が
発
足
す
る
こ
と
に
よ
り
昭
和
二
四
年
度
よ
り
希
望
者
は

第
二
法
学
部
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
り
、
専
門
学
校
法
律
科
に
残
っ
た
学

生
は
昭
和
二
六
年
三
月
で
全
員
卒
業
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
く
て
、
専

門
学
校
法
律
科
は
、
昭
和
二
六
年
五
月
三
十
一
日
付
を
も
っ
て
廃
校
と
な

っ
た
。
そ
の
廃
校
申
請
書
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
教
第
二
三
一
号

　
　
　
　
廃
　
校
　
申
請
　
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
新
宿
区
戸
塚
町
一
丁
目
六
四
七
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
校
法
人
　
早
稲
田
大
学

　
早
稲
田
大
学
附
属
早
稲
田
専
門
学
校
を
別
紙
理
由
に
も
と
づ
き
昭
和
二

十
六
年
五
月
三
十
一
日
付
を
以
て
廃
校
い
た
し
た
く
こ
こ
に
申
請
い
た
し

ま
す
。

　
　
　
　
昭
和
二
十
六
年
六
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
右
　
東
京
都
新
宿
区
戸
塚
町
一
丁
目
六
四
七
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
早
稲
田
大
学
　
総
　
長
島
田
　
孝
一

　
　
文
部
大
臣
天
野
貞
祐
殿

　
　
　
　
理
　
　
　
　
由

　
早
稲
田
大
学
附
属
早
稲
田
専
門
学
校
は
昭
和
二
十
四
年
四
月
新
制
大
学

を
開
設
以
降
学
生
の
募
集
を
停
止
し
て
お
り
ま
し
た
が
本
年
三
月
迄
に
在

学
中
の
全
学
生
が
卒
業
し
ま
し
た
の
で
昭
和
二
十
六
年
五
月
三
十
一
日
限

り
廃
校
い
た
し
ま
す
。

　
〔
昭
和
二
十
一
年
起
学
則
認
可
関
係
書
類
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
七


